
5 

 

 

平成２９年度１２月補正予算（その２）について 

今回の補正予算は、台風第２１号及び第２２号に係る被害の早期復旧等を図るため、

緊急に必要な経費について、所要の措置を講じるものです。 

 

【１２月補正後（その２）後の予算規模】                       （単位：千円、％） 

 ２８年度最終 

補正後予算額  

① 

２９年度補正 

前の額  ② 

１２月補正額 

（その２） 

補正後累計 

③ 

伸び率 

 ③／① ③／② 

 

一般会計 735,114,073 709,438,451 8,412,055 717,850,506 ▲2.3 1.2 

特別会計 172,071,359 203,074,948 － 203,074,948 18.0 － 

企業会計 39,046,299 37,333,716 － 37,333,716 ▲4.4 － 

合計 946,231,731 949,847,115 8,412,055 958,259,170 1.3 0.9 

 

Ⅰ 一般会計の内容                                  8,412,055 千円 

 

１ 歳入の主要点 

（１）国庫支出金                                                3,858,845千円 

国庫支出金については、公共事業関係国庫補助負担金で3,770,267千円、県立学校施

設災害復旧費負担金で46,452千円、社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金で30,635千

円をそれぞれ増額するなど、あわせて3,858,845千円を増額補正する。 

 

（２）県債                                                     4,002,853千円 

県債については、公共事業関係で3,943,000千円、県立学校施設関係で23,000千円を

それぞれ増額するなど、あわせて4,002,853千円を増額補正する。  

 

（３）基金繰入金                                                  501,232千円 

基金繰入金については、財政調整基金で492,237千円、災害救助基金で8,995千円を

それぞれ増額し、あわせて501,232千円を増額補正する。 
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２ 歳出の主要点 

（１）被災された方々への支援                              72,126千円 

① 災害救助対策事業（健康福祉部）                17,986千円  

災害救助法に基づき、市町が応急救助に要した費用等を負担する。 

     負担割合 国１／２、県１／２（災害救助基金） 

 

② 三重県災害見舞金（防災対策部）                28,110千円  

住家が全壊するなどの被害を受けた被災者に対し、市町とともに見舞金を支給す

る。 

     対象者 住家被害（全壊、半壊、床上浸水）が生じた世帯 

     支給額 全壊世帯 １０万円、半壊世帯 ５万円、床上浸水世帯 ２万円 

     ※県内のいずれかの市町に被災者生活再建支援法が適用された災害を対象とす

る。 

 

③ 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく支援          26,030千円  

ア 災害弔慰金（健康福祉部）                       3,750千円 

市町が災害により亡くなられた方の遺族に支給する災害弔慰金の一部を負担する。 

支給額 生計維持者以外の者が死亡した場合 ２５０万円 

負担割合 国１／２、県１／４、市町１／４ 

 

イ 災害援護資金貸付金（健康福祉部）                22,280千円 

災害により負傷または住居、家財に被害を受けられた方に、災害援護資金の融資を

行う市町に対して、その原資の貸付を行う。 

貸付限度額  ３５０万円 

貸付利率     ３％（据置期間中（３又は５年）は無利子） 

負担割合   国２／３、県１／３ 

 

 

（２）社会基盤の早期復旧                              8,339,929千円 

① 道路・河川・砂防施設等の復旧等（公共）（県土整備部）   7,448,551千円  

  ア 災害復旧事業                              5,690,000千円 

       被災した道路・河川・砂防施設等の復旧を行う。 
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イ 一般公共事業                                       229,150千円 

        国の補助を受けて、港湾・海岸の大規模漂着流木の処理を行う。 

 

ウ 県単公共事業                                     1,529,401千円 

     被災した道路・河川・砂防施設等の小規模な復旧及び道路啓開・土砂撤去等を行

う。 

 

② 農林水産施設等の復旧                    725,760千円 

  ア 農地、農業用施設の災害復旧事業（公共）（農林水産部）     245,760千円 

       被災した農地及び農道・水路等施設について、市町等が行う復旧工事に対して、

補助を行う。 

 

イ 山地・治山施設の復旧事業(公共)(農林水産部)               480,000千円 

      (ｱ)一般公共事業                                        52,000千円 

       国の補助を受けて、被災した山地の復旧整備を行う。 

 

(ｲ)県単公共事業                               428,000千円 

         被災した山地、治山施設の小規模な復旧整備を行う。 

 

③ 社会福祉施設等の復旧                     51,284千円 

    ア  社会福祉施設等災害復旧対策事業（健康福祉部）             45,953千円 

      被災した社会福祉施設等の復旧に対して、補助を行う。 

     

 イ  国・県指定文化財保護事業（教育委員会）             5,331千円 

      被災した文化財の復旧に対して、補助を行う。 

    

④ 県有施設等の復旧                      114,334千円 

    ア  自然公園等施設災害復旧事業（農林水産部）               5,000千円 

      被災した自然公園施設の復旧を行う。 

 

イ  県立学校災害復旧事業（教育委員会）                 109,334千円 

      被災した県立学校の復旧を行う。 

 

 


